
事業者選定にかかる審査基準は下記のとおりとする。

配点 得点

1
基本事項
（配点：5点) 5

5

5

5

20

15

15

5

10

5

5

5
費用
（配点：5点) 5

100

地域包括支援センター（以下、センター）の運営や事業、三職種（保健師、
社会福祉士、主任介護支援専門員）の役割について十分理解しているか。

センター職員等のスキルアップにつながる、具体的で効果的な研修の提案
がなされているか。

センターと多様な主体とのネットワーク構築を推進するために効果的な現
状調査やフィードバック方法について提案がなされているか。

業務を円滑に実施するための業務管理、企画、事務などの運営体制につ
いて、計画性、確実性はあるか。

2

提案内容
（配点：50点）

センターの効果的な事業展開や業務改善につながる、ワーキンググループ
の活動や交流会の提案がなされているか。

4

合計

高齢福祉等に関する最新の法令及び国の要綱の改正など、全国的な動向
の情報を把握しているか。
福岡市の高齢福祉等に関する行政計画や高齢者支援・地域支援の情報を
把握しているか。

情報管理について適切な管理体制が整っているか。

提案内容に見合った金額設定になっているか。
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評価項目 評価の視点

運営体制
（配点：25点）

業務の目的・趣旨を正しく理解しているか

3

業務の目的を達成するために有効な追加提案がなされているか。

センターが抱える課題や職員のニーズなどを踏まえ、本市の実情に合わせ
た柔軟な対応ができるか。

複合課題への対応や多機関連携に関して、関係機関等の情報を把握して
いるか。

政策や制度等への
知識・理解
（配点：15点）
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